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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
室内空気の吸込口および処理空気の吹出口と、
送風ファンと、
送風ファン駆動用モーターと、
空気の汚れまたは湿度を検知する検知手段と、
空気の状態に応じて自動で送風ファン回転数を決定する制御部とを備えた空気処理機器に
おいて、
前記制御部は、前記検知手段の検知信号に基づき前記制御部が前記モーターの回転数を制
御する自動運転時において、ファン回転数あたりのモーターの消費電力が低い回転数域を
使用することを特徴とする空気処理機器の制御装置。
【請求項２】
室内空気の吸込口および処理空気の吹出口と、
送風ファンと、
送風ファン駆動用モーターと、
空気の汚れまたは湿度を検知する検知手段と、
運転状態または空気の状態のいずれかあるいは両方を表示する表示部と、
前記モーターと表示部への通電を制御する制御部とを備えた空気処理機器において、
前記制御部は、前記検知手段の検知信号に基づき前記制御部が前記モーターの回転数を制
御する自動運転時において、ファン回転数あたりのモーターの消費電力が低い回転数域を



(2) JP 5083102 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

使用するとともに、あらかじめ設定された運転モードを選択したときに、前記表示部の消
費電力を下げるため、その表示用電力の供給を制限又は停止することを特徴とする空気処
理機器の制御装置。
【請求項３】
室内空気の吸込口および処理空気の吹出口と、
送風ファンと、
送風ファン駆動用モーターと、
空気の状態を検知する検知手段と、
空気の状態に応じて自動で送風ファン回転数を決定する制御部と、
運転状態または空気の状態のいずれかあるいは両方を表示する表示部を備えた空気処理機
器において、
前記制御部は、前記検知手段の検知信号に基づき前記制御部が前記モーターの回転数を制
御する自動運転時において、ファン回転数あたりのモーターの消費電力が低い回転数を使
用するとともに、前記表示部の消費電力を下げるため、その表示用電力の供給を制限又は
停止することを特徴とする空気処理機器の制御装置。
【請求項４】
室内空気の吸込口および処理空気の吹出口と、
送風ファンと、
送風ファン駆動用モーターと、
空気の汚れまたは湿度を検知する検知手段と、
運転状態または空気の状態のいずれかあるいは両方を表示する表示部と、
空気の状態に応じて自動で送風ファン回転数を決定するとともに前記モーターと表示部へ
の通電を制御する制御部とを備えた空気処理機器において、
前記制御部は、前記検知手段の検知信号に基づき前記制御部が前記モーターの回転数を制
御する自動運転時において、ファン回転数あたりのモーターの消費電力が低い回転数を使
用するとともに、空気の状態があらかじめ設定した状態になった後に、送風ファンを一度
停止するとともに、前記表示部の消費電力を下げるため、その表示用電力の供給を制限又
は停止することを特徴とする空気処理機器の制御装置。
【請求項５】
　室内空気の吸込口および処理空気の吹出口と、
送風ファンと、
送風ファン駆動用モーターと、
空気の汚れまたは湿度を検知する検知手段と、
空気の状態に応じて自動で送風ファン回転数を決定する制御部と、
運転状態または空気の状態のいずれかあるいは両方を表示する表示部を備えた空気処理機
器において、
前記制御部は、前記検知手段の検知信号に基づき前記制御部が前記モーターの回転数を制
御する自動運転時において、ファン回転数あたりのモーターの消費電力が低い回転数を使
用するとともに、空気の状態があらかじめ設定された状態になった後に、送風ファンを一
度停止するとともに、前記検知手段の動作を間欠運転に切り替え、検知手段が検知した値
に応じて送風ファンの運転を制御することを特徴とする空気処理機器の制御装置。
【請求項６】
前記表示部は、室内空気の汚れ状態または湿度の状態のいずれか一方またはその両方を表
示することを特徴とする請求項２乃至５の何れかに記載の空気処理機器の制御装置。
【請求項７】
前記制御部が、前記自動運転時に前記送風ファンを一度停止する条件は、予め定めた空気
の清浄度または湿度に到達したことを前記検知手段が検知した場合であることを特徴とす
る請求項４乃至５の何れかに記載の空気処理機器の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、送風ファンを備えた空気処理機器の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来の空気清浄機または加湿機などの空気処理機器においては、ダストセンサまたは湿度
センサの検知値に応じて、送風機の回転数を制御している。（例えば、特許文献1参照。
）
【特許文献１】特開２００８－３９２９７号公報（要約、第３頁、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
従来の空気清浄機または加湿機などの空気処理機器の自動運転モードにあっては、検知し
た室内空気の汚れまたは相対湿度に応じて、自動で送風ファンの回転数を判定し、汚れが
多ければ、送風量を増やすために回転数を上げ、汚れが少なけれ回転数を下げたり、乾燥
していれば加湿量を増やすために回転数を上げ、湿度が上がれば加湿が不要となるために
回転数を下げたり、またはファンを停止するなどの動作を行っていた。このような運転は
、あくまで汚れや湿度に対応した制御であるため、機器の運転時間を通じて送風ファン駆
動用モーターが消費する電力と相関する制御は特に行われておらず、長時間の運転が想定
される機器であるにもかかわらず、省エネの面で考慮がなされていないという問題があっ
た。
【０００４】
　本発明は、自動運転時に消費電力量を低く抑え、省エネ効果の高い空気処理機器を提供
することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の空気処理機器においては、室内空気の吸込口およ
び処理空気の吹出口と、送風ファンと、送風ファン駆動用モーターと、空気の汚れまたは
湿度を検知する検知手段と、空気の状態に応じて自動で送風ファン回転数を決定する制御
部とを備えた空気処理機器において、前記制御部は、前記検知手段の検知信号に基づき前
記制御部が前記モーターの回転数を制御する自動運転時において、ファン回転数あたりの
モーターの消費電力が低い回転数域を使用するようにしたものである。
【０００６】
　上記制御は、該運転モードが選択されたときには、機器本体に設けられたＬＥＤなどを
用いた表示部を減光または消灯する。
【０００７】
　また、上記制御に加え、空気の汚れが所定の値を下回るか、または湿度が所定の値を超
えたとき等のように、目的とする空気の状態が予め定めた状態になった場合には、空気の
汚れや湿度等を検知する検知手段の通電を間欠とする。
【０００８】
　また、検知した空気の汚れと湿度の値を組合せて判定し、送風ファンの回転数を決定す
る制御とし、使用者の操作は簡単で単純なものとする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、以上説明したように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏
する。
【００１０】
　空気の汚れや湿度等のような空気の状態に応じて自動で送風ファンの駆動用モータの回
転数を制御する自動運転モードにおいて、送風ファンの回転数あたりの送風ファン駆動用
モーターの消費電力が少ない回転数域を用いる制御とすることで、使用者が体感する効果
を損なうことなく、消費電力量を低く抑えることができる。
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【００１１】
　また、該自動運転を選択時には、機器の表示部を減光または消灯することで、より消費
電力量の少ない運転を行うことができる。
【００１２】
　また、該自動運転を選択時に、目的とする空気の状態が所定の状態になった場合、例え
ば空気の汚れが所定の値を下回るか、または湿度が所定の値を超えたときには、そのよう
な空気の状態を検知する検知手段の通電を間欠とすることで、より消費電力量の少ない運
転を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
　図１～図９は本発明の実施の形態を示す加湿機能付き機空気清浄機を示すもので、図１
はその外観図、図２はその空気清浄機の断面図、図３はその基本制御を示すブロック図、
図４は送風ファン回転数と消費電力の関係を示すグラフ、図５は加湿量と消費電力の関係
を示すグラフ、図６はその自動空気清浄運転および自動加湿運転における送風ランクの設
定値および制御テーブル説明図、図７はその送風ランクと各性能の一例を示す表、図８は
その自動運転制御の一例を示すフローチャート（その１）、図９は同じくその自動運転制
御動作の一例を示すフローチャート（その２）である。
【００１４】
図１、２に示すように本発明の実施の形態における家庭用加湿機能付き空気清浄機は、空
気の粉塵を除去する集塵フィルター６とにおい成分を除去する脱臭フィルター５と、加湿
するための加湿フィルター９と、加湿フィルターに給水するための給水タンク１５とを備
えており、かつ、集塵フィルター６、脱臭フィルター５、加湿フィルター９へ室内空気を
通風させるための送風ファン７を備えている。
【００１５】
　家庭用加湿機能付き空気清浄機は、その本体Ａの背面側に室内空気の吸込口４を備え、
吸込口の内側に脱臭フィルター５と集塵フィルター６を連続して備え、フィルターの下流
側で風路を２つに分岐し、フィルターを通過して清浄された空気の一方は送風ファン７を
通過して本体Ａの上面に形成した吹出口１０へ導かれ、他方は、本体の下方に設けられた
加湿フィルター９を通過し後に送風ファン７を通過し、本体Ａの上面に形成した吹出口１
０へと導かれる。
【００１６】
実施の形態における送風ファン７は、両吸込みのシロッコファンを用いることで、前述の
２系統の風路を１つのファンで送風している。また、加湿フィルター９は、回転式円盤（
図示せず）とその円盤の回転駆動用モーター（図示せず）を用いて、給水トレイ（図示せ
ず）の水を汲み上げて濡れた円盤と円盤の間に風を通すことで加湿する方式としているた
め、円盤の回転を停止すれば、風路の切り替えを行わずとも、加湿フィルター（回転式円
盤）への通気をしたままでも、加湿を停止することができるため、加湿をするか否かは、
円盤駆動用モーターの制御を行うことで、任意に制御することが可能である。
【００１７】
　図３に空気清浄機の制御ブロック図を記す。図１の加湿機能付き空気清浄機においては
、天面に操作装置１と第１の表示装置２を備え、操作および温度検出装置（図示せず）お
よび湿度検出装置（図示せず）による検出値などにより、制御部（図示せず）によって運
転動作を決定し、送風ファン７の駆動用モーター８、円盤駆動用モーターなどの基本構成
部品の制御および、第１の表示装置２、第２の表示装置３などの制御も併せて行う。
【００１８】
　図４に、送風ファン７の駆動用モーターとしてブラシレスＤＣモーターを用いた場合の
、送風ファン回転数に対する加湿機能付き空気清浄機の消費電力を示す。消費電力は、送
風ファン駆動用モーターの消費電力と、センサー類、電源基板、表示基板の消費電力とを
加えた値である。



(5) JP 5083102 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

【００１９】
また、一般的には、送風量は、送風ファン７の回転数におおよそ比例するため、図示の送
風ファン回転数の値は、すなわち、送風量の大きさを示しており、また、集塵および脱臭
などの空気清浄能力は、送風量におおよそ比例するため、消費電力をファン回転数で除し
た値（図４の左軸に表示）のグラフは、単位風量すなわち一定の空気清浄能力あたりの消
費電力を示していることになる。
【００２０】
送風ファン７駆動用モーターを有する家庭用の空気清浄機や加湿機能付き空気清浄機、ま
たは加湿機においては、消費電力を低く抑えるために、ＡＣコンデンサモーターよりも、
ブラシレスＤＣモーターを用いる場合が多い。図示のように、特に９００ｒ/ｍ（毎分９
００回転）以上の高回転域においては、送風量あたりの消費電力の値が大きく、空気清浄
能力に対する消費電力の効率が悪いことがわかる。また、５００ｒ/ｍ以下の低回転域に
おいても、わずかに効率が悪化しており、６１０ｒ/ｍ（毎分６１０回転）付近で、単位
風量すなわち一定の空気清浄能力あたりの消費電力（図４の左軸表示）が最も低く、最も
効率の良い空気清浄運転を行っていることがわかる。
【００２１】
　図５に、送風ファン駆動用モーターとしてブラシレスＤＣモーターを用いた場合の、加
湿量に対する加湿機能付き空気清浄機の消費電力を示す。消費電力は、送風ファン駆動用
モーターの消費電力と、センサー類、電源基板、表示基板の消費電力とを加えた値である
。一般的には、加湿量は、送風ファン回転数とは比例せず、加湿フィルターの構造によっ
て運転の最適値が異なる。消費電力を加湿量で除した値（図５の左軸に表示）のグラフは
、単位加湿量あたりの消費電力を示している。図示のように、実施例の加湿方式において
は、７６０ｒ/ｍ（毎分７６０回転）付近において、送風量あたりの消費電力の値が最も
小さく、効率の良い加湿運転を行っていることがわかる。
【００２２】
　従来の自動運転の制御においては、低回転域から高回転域の間で、あらかじめ７段階程
度の設定回転数を備え、空気の汚れや湿度に応じて、段階的に回転数を変化させていた。
【００２３】
図１０に、従来の一般的な自動運転における、空気の汚れの検知値と運転回転数の制御テ
ーブルを示す。なお、ここでいう「自動運転」とは、室内空気の湿度や清浄度などを検出
する検知手段の検知信号に基づき、マイクロコンピュータ等を含む制御部が送風ファンの
駆動用モーターの回転数を制御することをいう。
【００２４】
従来は図１０のように、送風ランク３から５の３段階を用いて、ほこりセンサーまたはに
おいセンサーの検知値が高いと送風ファンの回転数を上げ、運転を続けて検知値が低くな
るにつれ、徐々に回転数を下げる制御としている。
【００２５】
同じく図１０に、従来の一般的な自動運転における、湿度の検知値と運転回転数の制御テ
ーブルを示す。図１０のように、検知湿度が設定湿度よりも低い場合は、比較的、回転数
の高い、送風ランク５で運転し、設定湿度に到達後は、送風ファンを停止する制御として
いる。なお、仮にランク７の場合、その回転数１３５０ｒ/ｍは送風ファンの定格最高速
度であり、送風量は増えるが、運転音が大きくなるから、特に家庭用の空気清浄機や加湿
器のように静かな部屋で使用する環境には騒音となって適さないから、このようなランク
７は実際には使用されない。
【００２６】
　次に、本発明における、消費電力を低く抑える効果を目的とした送風ファン駆動用モー
ターおよび本体の表示部の制御について説明する。
【００２７】
　図６に、本発明の実施の形態にける自動空気清浄運転および自動加湿運転における、送
風ランクの設定値および制御テーブルを示す。
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【００２８】
図７に示すように、自動空気清浄運転においては、図４のグラフで示した、空気清浄時に
最も効率のよい送風ファン回転数である６１０ｒ/ｍを主に用いる運転とする。また、室
内の空気が清浄となり、汚れを検知しなくなった後は、送風ファンを停止して、さらに消
費電力を抑制する制御とする。
【００２９】
　同じく図７に、本は発明の実施の形態の自動加湿運転における、湿度の検知値と運転回
転数の制御テーブルを示す。図４のグラフで示した、加湿時に最も効率のよい送風ファン
回転数である７６０ｒ/ｍを主に用いる制御とすることで、消費電力を抑制する。また、
設定湿度に到達後に、送風ファンを停止する点は、従来例と同様である。
【００３０】
　また、実施の形態おいては、該自動運転モードを選択時には、汚れ表示部および湿度表
示部のＬＥＤの輝度を下げる制御とすることで、さらに消費電力を削減する。
【００３１】
　図７に、各送風ランクにおける、消費電力やその他の特性値を示す。図７より、自動空
気清浄運転の「汚れ大」において、従来の送風ランク５（９１０ｒ／ｍ）から実施例の送
風ランク３（６１０ｒ／ｍ）に変更することで、約５８％の消費電力を削減することがで
きる（４．０Ｗ÷９．５Ｗ）。
【００３２】
また、風量低下により、空気清浄能力は、約３３％（６１０ｒ／ｍ÷９１０ｒ／ｍで約６
６％の能力になるから）悪化するが、一定の汚れを除去するための消費電力量は、従来の
制御に比べ、約３７％削減できることがわかる。
【００３３】
また、加湿量においては、従来の送風ランク５から実施例の送風ランク４に変更すること
で、約３１％（１２．５Ｗ÷１８Ｗ）の消費電力を削減することができる。また、風量低
下により、加湿能力は、約１４％（加湿量３５０ｍｌが３００ｍｌに）悪化するが、一定
の加湿量を得るための消費電力は、従来の制御に比べ、約１９％削減できることがわかる
。
【００３４】
図８と図９に、本発明の実施の形態における自動空気清浄運転と自動加湿運転を組み合わ
せた場合の、動作フローチャートを示す。
【００３５】
制御部１４は、操作装置１にて運転スイッチのオン信号を入力すると（Ｓ１１）、図３に
示すほこりセンサー１１、においセンサー１２及び湿度センサー１３の各センサーの検知
値を読み込む（Ｓ１２～１４）。なお、ここでほこりセンサー１１に取り込まれた情報に
基づき制御部１４は後述するほこりモニタの点灯数を決定する。
【００３６】
次に、選択された運転モードに応じて運転を開始する。実施例の制御を行う省エネ運転（
Ｓ１５）が選択されると、表示部のＬＥＤの輝度を下げるとともに（Ｓ１６）、自動運転
を開始する。省エネ運転が選択されなかった場合は（Ｓ１７）、各々に設定された制御へ
移行する（Ｓ１８）。
【００３７】
省エネ運転（Ｓ１５）は、表示部の輝度を下げる（Ｓ１６）と同時に、湿度センサー（１
３）の検知値による判定を行う。検知値が目標湿度５０％以下の場合は、送風ランク４で
送風するとともに、加湿ディスクを回転し、加湿運転を開始する（Ｓ２０）。検知値が５
０％を超えると、加湿ディスクの回転を停止し、次に、ほこりモニタの点灯数を決定する
情報から点灯数を判定する。言い換えると、前記ステップＳ１３で入手したほこりセンサ
ーの情報（検出値）でほこりモニタの点灯数が決められるが、ステップＳ２４ではその点
灯数を決定する信号から点灯数を判定する。
【００３８】
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ここで、ほこりモニタは、多段階、例えば、９個のＬＥＤによる９段階の表示幅を備えて
おり、ほこりセンサーの検出値すなわち検知したほこりの量に応じて、９個のＬＥＤを段
階的に点灯させる制御としている。ほこりが多ければ点灯数を増やし、ほこりが減るにつ
れ、点灯数を減らす。ほこりモニタの点灯数が３個以上ならば（Ｓ２４）、送風ランク３
で運転を行う。
【００３９】
運転によって室内のほこりが減り、ほこりモニタの点灯数が３個未満となると、次に、に
おいモニタの点灯数を判定する。ここで、においモニタは、多段階、例えば、３個のＬＥ
Ｄによる３段階の表示幅を備えており、においセンサーの検出値すなわち検知したにおい
の強さに応じて、３個のＬＥＤを段階的に点灯させる制御としている。においが強ければ
点灯数を増やし、においが減るにつれ、点灯数を減らす。においモニタの点灯数が２個以
上ならば（Ｓ２８）、送風ランク３で継続して運転を行う。
【００４０】
以上の判定および制御を繰り返し、湿度が５０％を下回り、ほこりセンサー１１およびに
おいセンサー１２の検知値が下がれば、送風ファン７の回転を停止し、室内の空気が変化
して、再び、湿度の上昇または、ほこり、においなどの汚れを検知すると、送風を開始す
る。
【００４１】
　さらに、上記の実施の形態の制御に加え、また、該自動運転を選択時に、空気の汚れが
所定の値を下回るか、または湿度が所定の値を超えたときには、汚れまたは湿度を検知す
る検知手段の通電を間欠的に停止する制御を行っても良い。例えば、送風ファン７の停止
中に、各センサー１１，１２、１３の全てあるいはいずれかの通電を、３分間の通電と７
分間の通電停止を繰り返すことで、さらに消費電力量を削減することができる。
【００４２】
本発明は、上記の実施の形態に制限されるものではなく、例えば制御テーブルは単一でな
く、複数を備え、室温や運転時間に応じて制御を変化させ、より省エネを優先したり、あ
るいは、空気清浄性能や加湿性能を優先したものとの中間性能を得られる制御としてもよ
い。
【００４３】
また、自動運転時の汚れの検知値と汚れ表示の相関や、目標湿度の値は、他の値としたり
、使用者が任意に設定できる方式としてもよい。
【００４４】
また、省エネ運転選択時は、２つの表示装置２，３を全てを消灯してもよいし、不要な表
示のみ消灯してもよい。
【００４５】
また、空気清浄の方式は、集塵フィルターおよび脱臭フィルターを用いた方式に限らず、
高圧電極を用いた電気集塵方式や、触媒を用いて臭気を分解する方式としてもよく、本発
明は集塵方式の違いには何ら関係なく実施可能である。
【００４６】
また、本発明の送風ファン７駆動用モーターの制御方法は、加湿機能付き空気清浄機に限
るものではなく、空気清浄機や加湿機、除湿機など、他の空気処理機器に用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明の送風ファン駆動用モーターと表示部の制御装置は、室内の除塵または脱臭、加
湿を行いながら、消費電力量を抑制する運転に利用することができる空気処理機器に広く
利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施の形態における加湿機能付き空気清浄機の外観図。
【図２】図１の空気清浄機の断面図。
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【図３】図１の空気清浄機の基本制御装置を示すブロック図。
【図４】図１の空気清浄機における送風ファン回転数と消費電力の関係を示すグラフ。
【図５】図１の空気清浄機における加湿量と消費電力の関係を示すグラフ。
【図６】図１の空気清浄機における自動空気清浄運転および自動加湿運転における送風ラ
ンクの設定値および制御テーブル説明図。
【図７】図１の空気清浄機における送風ランクと各性能の一例を示す説明図。
【図８】図１の空気清浄機における自動運転制御動作の一例を示すフローチャート（その
１）。
【図９】図１の空気清浄機における自動運転制御動作の一例を示すフローチャート（その
２）。
【図１０】従来例の加湿機能付き空気清浄機における送風ランクの設定値および制御テー
ブル説明図である。
【符号の説明】
【００４９】
１　操作装置、２　第１の表示装置、３　第２の表示装置、４　吸込口、５　脱臭フィル
ター、６　集塵フィルター、７　送風ファン、８　送風ファン駆動用モーター、９　加湿
フィルター、１０　吹出口、１１　ほこりセンサー、１２　においセンサー、
１３　湿度センサー、１４　制御部、１５　給水タンク。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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